
地区計画のあらまし
（佐久平駅南地区）

佐 久 市
● 問い合わせ・相談先

佐久市役所建設部都市計画課 ℡ 0267-62-3404（直通）

地区の面積（用途地域）

Ａ地区（近隣商業地域） 11ha

Ｂ地区（近隣商業地域） 3.7ha

Ｃ地区（準住居地域） 2.4ha

Ｄ地区（準住居地域） 2.5ha

Ｅ地区（準住居地域） 1.2ha

Ｆ地区（第一種住居地域） 1.1ha

Ｇ地区（第一種住居地域） 1.2ha

佐久平駅南地区の地区計画は、次の区域を対象とします。

対象地区（用途地域）

次の建築工事を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに市役所都市計画課に届出が必要です。

１ 土地の区画形成の変更（都市計画法第29条「開発行為の許可」を要する行為は除く）

２ 建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転

３ 建築物等の用途の変更

４ 建築物等の形態又は意匠の変更

●届出の対象は

健全で良好な市街地の形成を目的とする都市計画によるまちづくりは、土地利用の秩序、効率的な都

市活動の増進、優れた環境の保護、特色ある街並みの形成を図ります。一般的には、都市計画区域を

定め、用途地域を指定し、それぞれの用途地域ごとに建築基準法に基づく建築行為の誘導が図られて

います。

『地区計画』とは、この用途地域制度等を補完し、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の

形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。地区計画では、建物や敷地等に

ついて、次のようなルールを定めることが出来ます。

地区計画とは

■ 建築物等の用途、高さの最高・最低限度

建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度、形態や意匠、壁面の位置

■ 敷地面積の最低限度

■ かき・さくの構造や高さ

■ 緑化率の指定限度

地区計画は、法律の制限のもとに、地区のみなさんと市とでつくる「まちづくりのルール」です。



都市計画決定：平成30年1月9日

佐久平駅南地区地区計画等の概要 佐久平駅南地区地区計画の建築物の用途の制限一覧


